
富
士
川
運
輸
会
社

の
発
展
に

つ
い
て

増

田

廣

實

は

じ

め

に

明
治
政
府

の
下
に
あ

っ
て
、
近
世
以
来

の
運
輸
交
通
制
度
が
次
第
に
改
革
整
備

さ
れ
、
新
制
度
演
ど
の
よ
う
に
確
立
さ
れ
て
い
く
か
に
つ
い
て
、
よ
り
具
体
的
に

明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
例
を
山
梨
県
に
求
め
考
察
し
て
き
た
。
(-
)

幽
梨
県
の
場
合
、
甲
州
街
道
を
中
心
と
し
た
陸
運
は
、
各
駅
陸
運
会
社
が
誕
生

し
、
そ
れ
が
や
が
て
内
国
通
運
の
下
に
再
編
さ
れ
、
全
国
的
継
立
組
織
の

一
部
に

組
込
ま
れ
、
中
馬
稼
に
よ
る
付
通
し
も

「甲
斐
国
中
馬
会
社
」
と
し
て
組
織
化
さ

れ
、
こ
れ
ま
た
内
国
通
運
会
社
と
の
業
務
提
携
に
よ
り
発
展
を
続
け
る
。

一
方
、

甲
府
盆
地
に
と

っ
て
運
輸
交
通
上
、
陸
運
に
対
比
さ
れ
た
富
士
川
の
水
運
は
、
鰍

沢
に
本
社
を
お
き
、
こ
こ
と
清
水
港
を
結
ぶ

「富
士
川
運
輸
会
社
」

の
下
に
組
織

化
さ
れ
、
独
自
の
発
展
を
と
げ
る
こ
と
と
な
る
。

こ
の

「富
士
川
運
輸
会
社
」
は
、
明
治
政
府
の
運
輸
行
政
を
忠
実
に
履
行
し
よ

う
と
す
る
山
梨
県
の
手
に
よ

っ
て
、
保
護
育
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
明
治
七
年

創
業
後
、
翌
八
年
末
に
は
分
社
規
則
を
定
め
る
な
ど
経
営
的
基
盤
の
強
化
に
つ
と

め
、
ほ
ぼ
発
展
の
基
礎
を
確
立
す
る
に

い
た

っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
前
稿
に

お
い
て
述
べ
た
が
、
(2
)
同
社

の
そ
の
後

の
発
展
に
つ
い
て
、
明
治
十
年
代
に
か

け
て
考
察
す
る
の
が
本
稿

の
目
的
で
あ
る
。

註

(1
)
拙
稿

「山
梨
県
下
に
お
け
る
陸
運
会
社
の
設
立
」
立
正
女
子
大
学
短
期
大
学
部

研
究
紀
要
第
17
集
、
「甲
斐
国
中
馬
会
社
の
創
業
に
つ
い
て
」
同
第
18
集
、
「甲

斐
国
中
馬
会
社
の
発
展
に
つ
い
て
」
同
第
19
集
、

「富
士
川
運
輸
会
社
の
創
業

に
つ
い
て
」
同
第
20
集
。

(
2
)
拙
稿

「富
士
川
運
輸
会
社
の
創
業
に
つ
い
て
」
文
教
大
学
女
子
短
期
大
学
部
研

究
紀
要
第
⑳
集
。

一

富
士
川
運
輸
会
社
の
発
展

1

富
士
川
運
輸
会
社
の
営
業
と
富
士
川
貨
物
運
搬
営
業
規
則

明
治
六
年
六
月
二
十
七
日
の
太
政
官
布
告
第
二
百
三
十
号
が
直
接
的
契
機
と
な

っ
て
、
山
梨
県
の
行
政
指
導

に
よ
り
富
士
川
運
輸
会
社
は
明
治
七
年

一
月
二
十
九

日
、
内
務
省
の
認
可
を
も

っ
て
創
業
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、
県
も
富
士
川
流
域
の

塩
取
扱
人
、
諸
荷
物
取
扱
人

へ
同
社

へ
の
入
社
と
、
同
社
規
則
の
履
行
勧
告
、
あ

る
い
は
ま
た
富
士
川
通
船
規
則
の
施
行
等
を
通
し
て
同
社
の
保
護
育
成
に
つ
と
め

た
。
し
か
し
、
同
社

の
発
展
を
決
定
づ
け
た
の
は
、
そ
の
後
明
治
十

一
年
三
月
十

三
日
山
梨
県
が
丙
第
二
十
六
号
を
も

っ
て
施
行
し
た

「富
士
川
物
貨
運
搬
営
業
規

則
」
で
あ

っ
た
。
(-
)

こ
の
規
則

の
施
行
に
先
だ

っ
て
、
県
は
同
年
二
月
六
日
こ
れ
を
内
務
省
に
禀
議

し
、
そ
の
施
行
の
理
由
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
(2
)
明
治
八
年
実
施
の
通

船
規
則
は
、
そ
の
取
締
り
対
象
が
運
船
営
業
の
面
に
ま
で
及
ぼ
ず
、
営
業
規
則

・

保
険
請
負
の
方
法
が
な
い
た
め
、
人
命
貨
物
の
損
害
に
つ
い
て
は
、
運
輸
業
者
も

船
頭
も

「他
人
ノ
痛
痒

二
付
シ
漠
然
ト
シ
テ
憂
戚
ヲ
加

ヘ
サ
ル
カ
如
」
き
状
態
で

あ
る
た
め
、
こ
れ
か
ら
生
ず
る

「弊
害

ヲ
矯
正
シ
人
民
ノ
殞
傷
貨
物
ノ
損
失

ヲ
保

護
シ
物
産
ノ
繁
殖
ヲ
賛
成
ス
ル
ハ
緊
要
ノ
急
務
」
で
あ
る
こ
と
を
述

べ
て
そ
の
施

行
の
同
意
を
求
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
太
政
官
布
告
第

二
百
三
十
号

の

意
図
す
る
と
こ
ろ
に
合
致
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。

富
士
川
物
貨
運
搬
営
業
規
則
の
胸
容
に
つ
い
て
抄
記
す
る
と
次
の
よ
う
で
あ

っ

(13)
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た
ひ
そ
の
第

一
条
に
蹌
い
て
、
富
士
川

で
物
貨
運
搬
の
営
業
を
行
う
も
の
は
県
庁

の
允
可
を
得
た
も
の
に
限
る
と
定
め

(第

一
条
)、

允
可
を
得
る
た
め
に
は
保
険

請
負
の
準
備
、

規
則
等
の
整
備
を
必
要
と
し

(第
二
条
)、

允
可
を
受
げ
た
も
の

は
そ
の
準
備
相
当
の
動
不
動
産
を
県
庁

に
納
め

(第
三
条
)、
営
業
者
は

保
険
請

負
の
景
況
調
査
を
受
け

(第
四
条
)
万

一
保
険
請
負

の
実
施
、
貨
物
運
搬
の
取
扱

い
に
不
正
の
あ
る
場
合
は
営
業
停
止
と
す
る

(第
五
条
)。

そ
し
て
、
富
士
川
で

の
物
貨
輸
送
の
船
の
所
有
者
、
船
乗
り
は
允
可
の
あ
る
営
業
者
に
付
属
し
て
営
業

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(第
六
条
)
と

し
、
通
船
規
則
第
六
条
の
過
怠
料
は
、
允

可
を
受
け
た
者

の
責
任
と
す
る

(第
七
条
)
。

以
上
が
そ
の
内
容
で
あ

っ
た
。

さ
て
、
こ
の
営
業
規
則
と
富
士
川
運
輸
会
社
と
の
関
係
で
あ
る
が
、
す
で
に
県

庁

の
允
可
を
受
け
て
い
る
も
の
と
は
、

こ
の
時
点
で
同
社

の
み
で
あ
る
か
ら
、
全

面
的
に
同
社
の
為
に
施
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
な
く
、
完
全

に
同
社
の
富
士
川
運
輸
の
独
占
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ

っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の

施
行
に
よ
り
富
士
川
運
輸
会
社
以
外
は
、
そ
の
同
業
者
で
あ
り
、
競
争
相
手
で
も

あ
る
河
岸
問
屋
の
系
譜
を
も

つ
諸
荷
物
取
扱
人
に
と

っ
て
も
、
ま
た
自
身

の
持
船

に
よ
っ
て
諸
荷
物
運
輸
に
あ
た
る
船
持

船
頭
に
と

っ
て
も
、
富
士
川
運
輸
会
社
に

附
属
し
な
い
限
り
、
富
士
川
運
輸
に
は

一
切
従
事
出
来
な
い
事
態
と
な

っ
た
。

こ
の
営
業
規
則
の
施
行
の
効
果
は
、
施
行
か
ら
十
日
も
た
た
な
い
三
月
二
十
二

日
、
三
河
岸
以
南
岩
淵
ま
で
の
間
四
百
三
十
七
名
の
船
頭
が
、
富
士
川
運
輸
会
社

に
対
し
、
附
属
船
と
し
て
同
社
の
指
揮

に
従
う
旨
の
誓
約
書
を
提
出
す
る
な
ど
、

関
係
者
に
与
え
た
影
響
は
極
め
て
大
き

か
っ
た
。

(3
)
し
か
し
、
允
可
を
受
け
て

い
な
い
い
わ
ゆ
る
私
運
搬
船
に
つ
い
て

の
取
締
り
は
な
か
怨
か
困
難
で
あ

っ
た
。

例
え
ば
同
年
十
月
七
日
、
丙
第
九
十
二
号
を
も

っ
て
、
鰍
沢
村
内
外
用
達
会
社
に

対
し
、
同
社

の
手
船
手
人
に
よ
る
自
社
荷
物
及
び
為
替
付
の
荷
物
以
外

の
運
送
を

禁
じ
て
い
る
が
、
(4
)
こ
れ
を
守
ら
ず
、

ま
た
為
替
を
付
け
て
も
原
価

の
百
分

の

一
と
い
っ
て
形
式
的
な
少
額
を
も

っ
て
、
為
替
付
荷
物
と
し
て
運
送
す
る
等

の
方

法
が
と
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
県

は
内
務
省
に
禀
議
し
て
、
取
締
り
を
強
化

し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
(5
)

と
も
あ
れ
こ
う
し
た
中
に
あ

っ
て
、
富
士
川
運
輸
会
社
は
、
明
治
十

一
年
十

一

月
二
十
五
日

「富
士
川
運
輸
物
貨
ノ
危
険
請
負
規
則
」
を
定
め
、
十
二
月
十
日
、

県
に
届
出
て
承
認
を
受
け
、
同
社
が
名
実
と
も
に
富
士
川
運
輸
を
取
扱
う
唯

一
の

適
格
会
社
と
し
て
の
地
位
を
築
く
こ
と
と
な

っ
た
。
(6
)

ま
た
、
富
士
川
物
貨
運
搬
営
業
規
則
の
施
行
に
よ
り
、
諸
荷
物
取
扱
人
で
富
士

川
運
輸
会
社
に
入
社
し
、
そ
の
分
社
と
し
て
営
業
を
続
け
る
者
が
増
加
す
る
こ
と

と
な
り
、
こ
れ
ま
た
同
社
の
営
業
基
盤
を
強
化
す
る
結
果
と
な
る
が
、
こ
れ
に
対

応
し
て
、
翌
明
治
十
二
年
三
月
、
分
社
規
則
が
全
面
的
に
改
正
さ
れ
る
こ
と
と
な

り
、
同
社
の
内
部
組
織

の
整
備
強
化
が

一
段
と
進
め
ら
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
(7
)

2

富
士
川
運
輸
会
社
の
経
営
実
態

山
梨
県

に
よ
り
富
士
川
物
貨
運
輸
規
則
が
施
行
さ
れ
、
富
士
川
運
輸
会
社
の
独

占
的
地
位
の
確
立
す
る
明
治
十

一
年
四
月

の
毅
階
で
、
同
社

の
経
営

の
実
態
を
示

す
の
が
表
1

で
あ
る
。

こ
れ
は
、
同
年
四
月
四
日
同
社
よ
り
県
に
提

出

さ

れ

た

富士川 運輸 会社 一覧(明 治ii年4月)表1

「運
輸
会
社

一
覧
」
(8
)
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
乗
客

数

に
対
し
、
積
荷
量
や
同
手
数
料

の
記
載
を
欠
く
等
不

完
全
さ
は
あ
る
に
し
て
も
、
純
益
金
の
額
か
ら
、

一
株

(十
円
)
あ
た
り
約

二
円
五
十
銭
の
高
配
当
で
あ

っ
た

こ
と
な
ど
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
な
経
営
の
全
体
像
に
対
し
、
さ
ら
に
そ
の

本
社

・
出
張
所

・
分
社
に
お
け
る
実
態
に
つ
い
て
、
前

稿

(「富
士
川
運
輸
会
社

の
創
業

に
つ
い
て
」
)
で
示
し

た
明
治
六
年
十
月
の
創
業
時
の
収
支
見
込
額
と
、
そ
の

後
の
決
算
書
の
収
支
額
を
比
較
し
、
同
社
の
業
績
の
発

展

の
様
子
を
み
る
と
、
表

皿
皿

の
よ
う
で
あ
る
。
(9
)

こ
こ
で
は
、
明
治
六
年

の
当
初
見
込
額
は
年
間
の
額
で

あ
る
た
め
、
単
純

に
二
分
の

一
と
し
た
。

ま
ず
収
益
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
入
塩
手
数
料
収
入

は
当
切
見
込
み
で
は
、
六
貫
目
俵
で
半
期
十
二
万
俵
、

単
価

一
銭
で
千
二
百
円
の
収
入
予
想
で
あ

っ
た
が
、
当
初
見
込
み
よ
り
表
W
で
み

る
よ
う
に
手
数
料
単
価
も
実
際

に
は
安
価
で
あ
り
、
表
V
に
み
る
よ
う
に
取
扱
い

(14



富士川運輸会社の発展について

表m鰍 沢本社貸借対照表 表11鰍 沢本社損益勘定

借 方 明治m年 下期 明治14年下期 明治6年半薊 入 の 部
1

明治10年下期 明治14年下期 明治6年 半期 ;
株 金 4,760円 10,540円 3,000円 入 塩 手 数 料 金 528.415円 840.923円 1,200円

借 入 金 600 9,795 諸 貨 物 手 数 料 金 714ユ99 1,408.035 680
圧

預 り 金 1,855.255 9,047 利 子 溜 り 金 197.928 412.333

船 方 預 り 金

清水損金支消 預 り金

251.794

32

440

冖

各分社手数料金
十分一収入金

101.437 一

学 校 献 金 預 り 金 20 一 印 紙 売 捌 手 数 料 金 0 10

基 興 預 り 金

割 賦 預 り 金 :
48.616

19.042

蒲 原 出張 所純 益 金

清 水 出張 所純 益 金

219.42

32.48

200

100
320

水 道 支 消 取 立 金 382.776 一 2,475 第 十 銀 行 純 益 金 一
127.50

保 険 .料 金
一

576.968
蔵 敷 料 金 一 358.50

当 期 予 備 金 41.184 冖 1雑 益 金 一 1.21 ,

予 備 金 162 1,703.239 500 1総 計 1,8fl3.879 3,478.501 2,300

当 季 純 益 預 金 373.088 812.843 450
II

出 の 部

蒲原出張所純 益預 金
P

219.41 一
膳 業 税 金 一 3.248

清水出張所純 益預 金 32.48 一

角 倉 祭 典 費 金 一 ::"総 計
8,730.925 33,438.775

利 払 金 107.025 1,001.659

貸 方 1役 員 月 給 金 422.45 543.50 606
'

蒲 原 出 張 所 金 1.150円 2,000円 1言TR員 派 出 。 当 金
i

50.48 119 114 レ

清 水 出 張 所 金 goo 800 隴 督 月 給 金
112.0&7 30

諸 貨 物 立 換 金 2,965".727 16,021.804 監 督 派 出 日 当 金 13.10 14

貸 金 1,939.329 4,878.554 傭 人 日 当 金 152.85 238.435 290 ミ

諸 納 屋 其 他 代 金 635.093 冖 小 学 校 献 金
`

20 20 !

第 十 銀 行 株 金 一 1,500 荷 物 弁 償 金 一 55.705

'建 築 資 金 一 950 納 屋 等 修 繕 費 一 136.003

貨 幣'有 高 1,340.776 7,288.417 正 租 金 冖 .:: 1
1

総 計 8,730.925 33,438.775 道 普 請 入 費 金 一 65.205

甲 府 荷 主 参 会 費 金 一 40.315 「

諸 費 金 227.173 356.013

清水出張所損粍支消金 32 一

当 期 予 備 金 41.77$ … 500

繰 越 金 1.263 一
1

純 益 金(配 当) 624.988 811.58 450 1

総 計 1,8・3・8アgl3,478・5・1 2,300
　

表V取 扱 貨 物 量

鰍 沢
1

蒲 原

明治ao年 下期 明 治14年 下 期 明治10年 下 期 明 治14年 下期

食 塩 105,606 119,594:4 123,548 86,408

魚 16,834.94 17,990.5 13,310.6 12,111.6

穀 37,879 15,477.8 26,152 496.5

砂 糖 、 2,584.65 2,742.8 3,327.7 3,357

煙 草 183.8 275.3 279 524

茶 250.69 一 332.2 595

綿 262.5 307 163,5 16.3

藍 玉 16 一 3 冖

雑 貨 32,132.36 35,771.06 34,110.75 25,683

石 油 一 9,675.9 一 9,982.8

鉄 一 2,585 一 2,550.1

青 筵 冖 430.7 一 一

天 草 一 334 一 3,301.8
一
豆 一 一 4,993.5 434.8

材 木 冖 一 一 13,663.7
一
ニ ツ又 冖 一 一 964.8

紙 一 一 一 838.9

「総 計 195,749.94 205,084.46 206,220.45 160,929.1

表IV三 河岸荷物取扱手数料変遷

卩

＼ 食 塩 「諸荷物 魚 類'

蟹

6年

10年

12年

13年

14年

1.0銭

0.5

0.6

0.7

0.7

1.6銭

0.8

1.0

1.5

1.8

宣

2.0銭 .

1.0

1.2

1.7

2.Oi

註1.一 個 あた り取 扱手数 料
2.明 治6年 は当初 見 込み表

に よる

<is)
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要紀究研

量
も
下
廻

っ
て
い
た
か
ら
、
(-o
)
入
塩
手
数
料
収
入
は
、

明
治
十
四
年
下
期
に
あ

っ
て
も
、
当
初
見
込
み
の
七
十
%
程
度

に
と
ど
ま

っ
て
い
た
。

入
塩
手
数
料
収
入
に
比
較
し
て
、
諸
荷
物
手
数
料
収
入
は
逆
に
当
初
見
込
み
を

大
幅
に
上
廻
る
も
の
で
あ

っ
た
。
当
初
見
込
み
で
は
、
上
り
十
二
貫
目
下
り
十
五

貫
目
を

一
個
と
し
て
、
半
期
で
諸
荷
物

三
万
個

・
魚
青
物

一
万
個
、
単
価

一
銭
六

厘
と
二
銭
で
都
合
六
百
八
十
円
の
収
入
予
想
で
あ

っ
た
が
、
当
初
見
込
み
で
は
表

W
で
み
る
よ
う
手
数
料
単
価
は
明
治
十

四
年
以
前
は
当
初
見
込
み
の
半
額
程
の
安

値
で
あ

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
表
V

に
み
る
よ
う
に
取
扱
い
量
が
、
明
治
+
年

九
万
百
四
十
三
個
、
同
十
四
年
八
万
五
千
四
百
九
十
個
と
大
幅
に
上
廻
り
、
収
入

は
、
十
年

で
当
初
見
込
み
の

一
・
〇
五
倍
、
十
四
年

に
は
二
・
〇
七
倍
と
な
り
、

十
年
か
ら
十
四
年

の
問
の
収
入
増
は
め
ざ
ま
し
く
個
数
で
は
四
千
六
百
個
余
減
少

し
た
の
に
か
か
わ
ら
ず
収
入
は
逆
に
約

二
倍
に
上
昇
し
て
い
る
。

当
初
見
込
み
で
は
、
収
入
と
し
て
あ
げ
て
い
た
の
は
、
塩

・
諸
荷
物
取
扱
手
数

料
の
み
で
あ

っ
た
が
、
実
際
に
は
、
貸
付
金
々
利
、
各
分
社
か
ら
の
塩

・
諸
荷
物

取
扱
料
金
の
十
分
の

一
本
社
上
納
金
、
蒲
原
清
水
両
出
張
所

へ
の
資
本
投
下
に
対

す
る
配
当
金
、
第
十
銀
行
株

へ
の
配
当
金
等
の
収
入
が
あ

っ
た
か
ら
、
収
入
総
額

を
比
較
す
る
と
、
明
治
十
年
に
は
当
初
見
込
み
の
七
十
八
%
程
度
で
あ

っ
た
も
の

が
、
十
四
年
に
は
当
初
見
込
み
の

一
・
五
倍
に
も
達
し
て
い
る
。

次
に
支
出
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
当
初
見
込
み
で
の
支
出
科
目
は
、
人
件
費
関

係

・
予
備
費

・
配
当
金
の
四
科
目
の
み
で
そ
の
額
は
、
半
期
で
二
千
三
百
円
で
あ

っ
た
が
、
こ
れ
に
明
治
十
年
十
四
年
を
比
較
す
る
と
、
い
ず
れ
も
か
な

り

下

廻

り
、
支
出
抑
制
が
顕
著
で
あ

っ
て
、
収
入
が
当
初
見
込
み
よ
り
大
幅
増
加
と
な

っ

た
十
四
年
で
も
、
役
員
給
与
は
八
九

・
六
%
、
傭
人
日
当
は
八
八
%
に
抑
え
ら
れ

て
い
る
。
中
で
も
瀬
浚
金
予
備
金
は
、
当
初
見
込
み
で
は
半
期
で
五
百
円
を
充
て

ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
て
い
た
も

の
が
、
明
治
十
年
で
は
損
益
勘
定
で
当
期
分
四
十

一
円
、
貸
借
対
照
表
で
百
六
十

二
円
あ

る
の
み
で
あ

っ
た
。
十

一
年
十
二
月
の
申

合
定
款
増
補
第
十
四
条

(u
)
に
よ

っ
て
瀬
浚
費
用
は
会
社

の
負
担
で
あ

っ
た
も
の

を
船
頭
の
負
担
に
改
め
、
会
社

の
経
常
支
出
に
よ
る
積
立
を
や
め
た
た
め
、
十
四

年

に
は
、
損
益
勘
定
で
は
こ
の
項
目
は
な
く
な
り
、
表
皿

の
貸
借
対
照
表
に
み
る

よ
う
に
予
備
金
が
大
幅

に
増
額
し
て
当
初
見
込
み
の
三

・
四
倍
に
も
達
し
た
が
、

こ
の
大
部
分
は
船
頭
の
負
担
す
る
瀬
凌
費
用
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
経
営

の
発
展

に
と
も
な

っ
て
生
じ
る
資
金
不
足
は
、
借
入
金
と
増

資
等

に
よ

っ
て
充
足
さ
せ
て
い
る
が
、
こ
の
た
め
当
初
見
込
ま
れ
て
い
な
か

っ
た

借
入
金
は
表
皿
に
み
る
よ
う
に
、
十
年

に
六
百
円
と
な
り
十
四
年

に
は
約
九
千
八

百
円
に
も
達
し
、
四
年
間
に
十
六
倍
と
な

っ
て
株
金
に
対
す
る
比
率
は
、
十

二

・

六
%
か
ら
九
三
%
に
も
上
昇
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
借
入
金
金
利
も
急
増
し
、

表
皿
に
よ
っ
て
み
る
よ
う
に
、
金
利
負
担
も
九

・
四
倍
に
も
上
昇
す
る
結
果
と
な

っ
て
い
る
。

一
方
資
本
に
つ
い
て
は
、
当
初
三
百
株
三
千
円
で
あ

っ
た
が
、
表
M

の
よ
う
に
明
治
十
年
に
は
四
百
七
十
六
株
四
千

七
百

六
十

円
、
十
四
年
に
は
千
五
十
四
株

一
万
四
千
五
百
四
十
円
と
三

・
五
倍
に
増
資
さ
れ
た
。
し
か
し
、

一
株
あ
た
り
利
益

(
一

株
あ
た
り
配
当
)
は
、
当
初
見
込
み
に
よ
る
半
期

一
円
五
〇

銭
か
ら
次
第
に
低
落
し
、
十
四
年
に
は
七
十
七
銭
と
半
分
近

本社 ・出張所利益率比較
肇 表

丶 鰍 沢 蒲 原 清 水

10年下期 14年 下期 10年 下期 14年 下期 10年 下期 14年 下期

株 数

純 益 金

1株 あたり純益金

476株

624.988円

1.313円

1054株

812.843円

0.77円

169.2株

322.982円

1.992円

463株

463.000円

1.00円

80株

37.113円

0.484円

90株

156.862円

1.50円

 

万

個

と

い
う

数

量

は
、

荷

物

が

二

・
二
倍

か

ら

二

・
四

倍

に
、

れ
そ

れ
増

加

し

て

い

る
。

く
に
下

っ
た
。
し
か
し
、
利
益
率
は
低
下
し
た
と
し
て
も
、

表
皿
の
貸
借
対
照
表
に
み
る
よ
う
に
、
蒲
原
清
水
両
出
張
所

へ
の
資
本
投
下
、
第
十
銀
行
株
金
、
建
築
資
金
な
ど
資
産
の

増
加
が
目
立
ち
、
荷
替
為
に
よ
る
諸
貨
物
立
替
金
、
貸
金
の

急
増
な
ど
は
、
そ
の
経
営
の
発
展
を
如
実
に
物
語
る
も
の
で

あ

っ
た
。

以
上
、
収
支
面
を
中
心
に
そ
の
経
営
的
発
展
に
つ
い
て
み

た
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
好
況
の
原
因
は
、
塩
に
対
し
て

二
次
的
取
扱
品
と
考
え
ら
れ
て
い
た
諸
荷
物
の
取

扱

い
量

が
、
当
初
見
込
み
以
上
に
増
加
し
た
こ
と
に
あ

っ
た
。
し
か

し
、
そ
れ
は
、
諸
荷
物

の
各
品
目
ご
と
の
取
扱
い
量
の
増
大

の
み
で
な
く
、
取
扱
品
目
の
多
様
化
に
よ
る
総
量
の
増
大
の

あ

っ
た
こ
と
は
看
過
で
き
な
い
。

当
初
見
込
み
に
よ
る
半
期
で
諸
荷
物
三
万
個
、
魚
青
物

一

表
V
に
よ
っ
て
み
る
よ
う
に
、
十
年
と
十
四
年

に
は
、
諸

魚
青
物
が

一
・
七
倍
か
ら

一
・
八
倍
に
そ

そ
し
て
、
品
目
数
を
比
較
す
る
と
十
年
と
十
四
年
の
間

<is>



富士川運輸会社の発展について

に
も
多
様
化

の
傾
向
を
明
瞭
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

特
に
、
砂
糖
な
ど
と
と
も
に
横
浜

・
清
水
港
を
経
由
し
て
鰍
沢
に
送
ら
れ
て
く

る
石
油

・
鉄
と
い
っ
た
品
目
の
増
加
は
、
商
品
需
要
の
高
ま
り
に
よ
る
品
目
の
多

様
化
、
経
済
圏
の
拡
大
等
を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ

っ
て
、
富
士
川
運
輸
会
社
の

経
営
の
発
展
は
、
明
治
十
年
代
に
す
で
に
国
際
的
商
品
流
通
と
深
い
関
連
を
も
つ

に
至

っ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ

っ
た
。

註

(
1
)

「
山
梨
県
史
料
」

十
八

政
治
部

駅
逓

明

治
十

一
年

三
月
十

三
日

丙
第

二
十
六
号
、
富

士
川

に
よ
り
物
貨
運
搬

営
業

の
も

の
、
船
艇
所
有

の
も

の
、
船

乗

営
業

の
も

の
を
対
象

。

(
2
)

「
山
梨
県
史
料
」

十
八

政
治
部

駅
逓

明
治
十

一
年

二
月

六
日

第

号

。

(
3
)

「
山
梨
県
史
料
」
ノ
十

八

政
治
部

駅
逓

明
治
十

一
年
四
月
廿

二
日

誓
約

書
。

(
4
)

「
山
梨
県
史
料
」
十
八

政
治
部

駅
逓

明
治
十

一
年
十
月
七
日

丙
第
九

十

二
号
。
同
十

二
年

二
月
十

二
日
丁
第
十
七
号
。

(
5
)

「
山
梨
県
史
料
」
十
八

政
治
部

駅
逓

明
治
十

二
年
四
月
十
七
日

第

二

百
三
十
九
号

富
士
川
私
運
通
船

ノ
処
分

ヲ
内
務

省

三
票
議

ス
。

(
6
)

「
山
梨
県
史

料
」
十
八

政
治
部

駅
逓

明
治
十

一
年

十

一
月
廿
五
日

富

士
川
運
輸
貨
物

ノ
危
難
請
負
規

則
。

(
7
)

「
山
梨
県
史

料
」
十
八

政
治

部

駅
逓

明
治

十

二
年

三
月
八
日

富

士
川

運
輸
会
社

ヨ
リ
其
分
社
規
則

ヲ
改

正
之

ヲ
本
庁

二
具
申

ス
。

(
8
)

「
富
士
川
運
輸

会
社
諸
記

第

十

一
号
」

(
遠
藤

隆
男
家
文
書

)
現
在
、
原
本

が
所
在

不
明

の
た
め

「
鰍
沢
町
史
」

所
収

の
も

の
に
よ

っ
た
が
、
同
書
所
収

の

も

の
は
そ

の
下
調
べ
資
料

と

の
間

に
数

値

の

一
致

し
な
い
も

の
が
あ

る
が
、
と

り
あ
え
ず

そ

の
ま
ま

に
し
た
。

(
9
)
明
治

十

一
年
下
期

は

「
富

士
川
運
輸

会
社
諸

記

第

十
号
」
、

明
治
十

四
年
上

期

は

「
同
第

二
十
号

」
。
(
共

に
遠
藤
隆

男
家
文
書

)
現
在
、
原
本
が
所
在
不
明

の
た
め

「
鰍
沢
町
史
」
所
収

の
も

の
に
よ

っ
た
。
集
計
数
値

に
誤

り
と
考
え
ら

れ
る
も

の
が
あ

る
が
少
差

で
あ

る
の
で
そ

の
ま
ま
に
し
た
。

(
10
)
註

(
9
)
と
同
じ

。

(
11
)

「
山
梨
県
史
料
」
十
八

政
治
部

駅
逓

明
治
十

一
年

十

二
月
十
日

富

士

川
運
輸
会
社

ヨ
リ
本
社
規
則
拜
申
合
定
款
中

ヲ
改
正
増
補

ス
ル
ヲ
以
テ
之

ヲ
本

庁

二
具
申

ス
。

二

富
士
川
運
輸
会
社
の
発
展
要
因

1

富
士
川
運
輸
会
社
の
経
営
基
盤
の
強
化

富
士
川
運
輸
会
社

の
発
展
要
因
は
、
山
梨
県
の
保
護
と
、
諸
荷
物
の
取
扱
量
の

増
大

に
あ

っ
た
こ
と
は
前
述

の
通
り
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
外
的
要
因
に
対
応

し
、
同
社
が
運
輸
業
者
と
し
て
ど
の
よ
う
に
経
営
基
盤
を
整
備
強
化
し
、
荷
主
を

は
じ
め
と
す
る
社
会
の
信
用
を
獲
得
し
、
自
身
の
力
に
よ

っ
て
、
そ
の
発
展
を
招

来
さ
せ
た
か
と
い
う
、
内
的
要
因
に
つ
い
て
考
察
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

山
梨
県
に
よ
る
富
士
川
物
貨
運
搬
営
業
規
則
の
施
行
は
、
同
社
に
と

っ
て
二
つ

の
点
で
そ
の
経
営
基
盤
を
整
備
強
化
さ
せ
、
同
社
発
展
を
決
定
づ
け
る
挺
子
と
な

っ
た
と
い
え
る
。
ま
ず
そ
の
第

一
の
点
は
、
同
社
に
と

っ
て
は
同
業
者
で
あ
り
、

富
士
川
流
域
に
あ

っ
て
河
岸
問
屋
の
系
譜
を
引
く
運
輸
業
者
を
、
自
社
の
分
社
と

し
て
組
織
内
に
組
込
み
、
そ
れ
と
同
時
に
株
主
と
し
て
増
資

の

一
翼
を
負
わ
せ
て

い
く
点
で
あ
り
、
そ
の
第
二
点
は
、
運
輸
業
者
と
し
て
運
輸
手
段
で
あ
る
船
と
船

頭
を
持
た
な
い
同
社
が
、
船
持
船
頭
を
自
社
付
属

の
船

・
船
頭
と
し
て
、
完
全
に

自
社
組
織
内
に
組
込
ん
・で
い
く
点
で
あ

っ
た
。

富
士
川
物
貨
運
搬
規
則
の
施
行
に
よ
り
行
れ
た
こ
の
二
点
を
軸
と
す
る
経
営
基

盤
の
整
備
強
化
は
、
同
社
の
発
展
を
も
た
ら
し
、
荷
主

へ
の
サ
ー
ビ
ス
向
上
と
信

用
増
大
に
つ
な
が
る
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
が
更
に
同
社
の
発
展
を
促
進
す
る
結
果

と
な
り
、
発
展
は

一
層
増
幅
さ
れ
て
い

っ
た
。

ま
ず
、
分
社
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
し
て
富
士
川
運
輸
会

社
の
組
織
内
に
位
置
付
け
ら
れ
、
同
社
の
経
営
基
盤
強
化
に
役
立
て
ら
れ
て
い
っ

た
か
み
る
こ
と
と
す
る
。

分
社
の
増
加
の
様
子
は
、
表
W
に
示
す
ご
と
く
で
あ
る
が
、
最
初

に
分
社
規
則

が
作
ら
れ
、
本
社
と
分
社

・
出
張
所
の
関
係
が
明
ら
か
に
な
る
明
治
八
年
十

二
月

の
時
期
に
お
い
て
そ
れ
を
み
る
と
、

こ
の
時
期

に
は
出
張
所
と
称
す
る
も
の
は
な

く
、
す
べ
て
分
社
と
よ
ば
れ
二
十
二
社
が
あ

っ
た
。

こ
の
二
十
二
社
は
、
甲
府
盆

地
南
端
釜
無
川
と
笛
吹
川
の
合
流
点

の
南

に
位
置
し
、
富
士
川
水
運
と
甲
府
盆
地

(17>
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分社 ・出張所数変遷

 

表

＼ 分 社

出張所 計山 梨 県
静岡県

三河岸以北 三河岸以南

8年12月

9年12月

11年4月

13年11月

6

6

10

16

14

21

27

32

2

8

14

9

一

1

4

4

22

36

55

61

1.8年9年 分社三河岸以南 に青柳 、黒沢 を含む

2.9年 出張所は蒲原

3.11年13年 出張所 は青柳、黒沢 、蒲原、清水

 

註

・
南
信
の
陸
運
と
を
結
ん
で

い
た
三
河
岸
-
鰍
沢

・
青
柳

・
黒
沢
以
南
の
富
士
川
流
域

の
分
社
だ
け
で
な
く
、
そ
の

上
流
笛
吹
川
流
域
の
六
社
も

含
ま
れ
て
い
た
。

こ
の
三
河
岸
の
上
流
笛
吹

川
流
域
石
和
周
辺
ま
で
と
、

釜
無
川
流
域
韮
崎
周
辺
ま
で

の
間
、
各
地
に
河
岸
を
開

こ

う
と
す
る
要
求
は
近
世
以
来

根
強
く
持
ち
続
け
ら
れ
て
き

た
の
で
あ
る
が
、

そ

の
都

度
、
三
河
岸
の
利
害

に
反
す

る
と
い
う
三
河
岸
側
の
故
障
に
よ
り
実

現
し
な
か

っ
た
経
緯
が
あ

っ
た

か

ら
、

(-
)
こ
の
笛
吹
川
流
域

へ
の
分
社
の
設
置
は
、
富
士
川
水
運
に
と

っ
て
画
期
的
意

義
を
も

つ
も
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
笛
吹
川
流
域
に
二
川

・
乙
黒

・
落
合

・
上
曽
根

・
川
田

・
石
和

の
六
分
社

が
開
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
甲
府
を

は
じ
め
と
す
る
甲
府
盆
地
各
地
か
ら
三
河

岸
ま
で
の
陸
送
は
短
縮
さ
れ
る
結
果
と
な
り
、
そ
の
意
義

は
極
め
て
大
き
か

っ
た

と
い
え
る
。

こ
の

一
見
す
れ
ぽ
、
三
河
岸
の
存
在
意
義
を
否
定
す
る
結
果
に
も

つ
な
が
り
か

ね
な
い
笛
吹
川
流
域

へ
の
分
社
の
設
置
を
認
め
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も

自

社

の

「
分
社
」
と
し
て
、
本
社
に
対
す
る
従
属
を
前
提
と
し
て
い
た
と
い
え
る
。
す
な

わ
ち
、
明
治
八
年
十
二
月
二
十
七
日
、
本
社
か
ら
山
梨
県
に
届
け
出
た
分
社
規
則

に
よ
れ
ぽ
、
明
治
十

一
年
改
正
の
分
社
規
則
に
比
較
し
て
、
分
社
は
本
社
に
拘
束

さ
れ
る
こ
と
が
少
く
、
自
主
的
な
経
営
を
認
め
ら
れ
て
は
い
た
も
の
の
、
分
社
は

輸
出
入
荷
物
の
量
を
毎
月
本
社
に
報
告
し

(第
四
条
)
、

そ
の
取
扱
い
荷
物
に
応

じ
て
手
数
料
の
十
分
の

一
を
本
社
に
提
出
す
る
こ
と

(第

一
条
)
、

等
が
求
め
ら

れ
、

「分
社
ノ
義
務
ヲ
尽
ス
」
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
分
社
と
し
て
認
め
ら
れ

る
従
属
的
存
在
で
あ

っ
た
。

三
河
岸
と
河
口
に
近
い
岩
淵
ま
た
は
蒲
原
と
を
結
ぶ
二
点
間
の
水
運
か
ら
、
富

士
川
及
び
そ
の
上
流
地
域
に
、
多
く
の
分
社
を
設
置
し
、
そ
れ
ら
分
社
を
通
し
て

多
角
的
水
運
を
営
み
営
業
圏
を
拡
大
す
る
こ
と
は
、
近
世
以
来
の
三
河
岸
が
保
持

し
て
き
た
廻
米
御
用
を
つ
と
め
る
こ
と
に
よ
る
富
士
川
水
運
の
独
占

と

は
異

な

る
、
新
な
る
独
占
体
制
を
生
み
だ
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

し
た
が

っ
て
、
富

士
川
運
輸
会
社
は
、
分
社
の
設
置
に
大
き
な
努
力
を
傾
け
、

表
W
に
み
る
よ
う
に
近
々
五
か
年
の
う
ち
に
、
そ
の
数
を
三
倍
近
く
に
ま
で
増
加

さ
せ
明
治
十
三
年
十

一
月
に
は
、
清
水
港

・
蒲
原
出
張
所
を
加
え
る
と
六
十

一
社

も
の
分
社

・
出
張
所
を
擁
す
る
に
至

っ
た
。
(2
)

こ
の
分
社
は
、
本
社
の
あ
る
鰍
沢
を
中
心
に
し
て
み
る
と
、
そ
の
下
流
岩
淵
ま

で
の
距
離
約
七
十
ニ
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
の
間
に
四
十
三
社
あ
り
、
三
河
岸

の
上
流
か

ら
笛
吹
川
沿
い
に
は
、
岡
部
ま
で
の
間
約
二
十
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
十
五
社
が
あ

る
。
こ
れ
を
地
図
上
に
見
る
と
、
富
士
川

・
笛
吹
川
の
両
岸
を
は
さ
ん
で
か
な
り

の
近
距
離

に
分
社
が
分
布
し
、
特
に
後
背
地
の
狭
い
富
士
川
の
河
谷

に

あ

っ
て

は
、
分
社
の
分
布
は
過
密
と
さ
え
み
え
る
ほ
ど
で
あ
る
。

と
も
あ
れ
、
こ
う
し
た
分
社
数
の
増
加
は
、
富
士
川
運
輸
会
社
の
発
展
を
示
す

も
の
に
他
な
ら
な
い
が
、
こ
の
本
社
と
分
社
と
の
関
係
は
、
明
治
八
年
当
初
に
比

較
し
て
富
士
川
物
貨
運
搬
規
則
の
施
行
を
契
機
に
行
れ
た
明
治
十
二
年
の
分
社
規

則
改
正
以
後
は
、

一
段
と
本
社
の
拘
束
的
支
配
力
の
強
い

も

の

へ
と
変

っ
て
い

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
み
る
と
、
次

の
よ
う
で
あ

っ
た
。

明
治
十
二
年
三
月
八
日
、
富
士
川
運
輸
会
社
よ
り
分
社
規
則
の
改
正
届
が
県

に

提
出
さ
れ
、
同
月
十
二
日
を
も

っ
て
県

の
承
認
を
得

て
い
る
が
、
こ
れ
が
定

め
ら

れ
た
の
は
、
そ
れ
よ
り
先
二
月
二
十
八
日
で
あ

っ
た
。

こ
の
分
社
規
則
は
、
第

一
節
第

一
条
に
示
す
よ
う
に
、
本
社
規
則
第
二
十
二
条

に
し
た
が

っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
が
、
本
社
規
則
第
二
十
二
条
と
は
明
治

十

一
年
十

一
月
二
十
五
日
の
富
士
川
運
輸
会
社
規
則

の
改
正
の
折
に
次
の
よ
う
に

改
正
さ
れ
た
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

「
山
梨
静
岡
両
県
下
富
士
川
沿
各
所

へ
出
張

所
并
分
社
ヲ
設
ケ
上
下
運
輸
ノ
諸
荷
物
総
テ
取
扱

ハ
本
社
規
則

二
従
準

シ
最
各
分

社

ニ
テ
取
扱
タ
ル
分

ハ
毎
月
末
本
社
拜
出
張
所

へ
持
出
帳
合
ノ
上
社
長
ノ
検
印
ヲ

<is>



富士川運輸会社の発展について
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受
置
ク

ヘ
シ

但
各
分
社
ノ
計
算

ハ
其

一
分
社

ノ
計
算

二
限

ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
損

益
ト
モ
其

一
分
社
ノ
負
担
タ
ル
ヘ
シ
」

(3
)

ま
ず
、
こ
こ
で
明
確
に
打
出
さ
れ
て
い
る
方
針
は
、
そ
の
但
し
書

に

あ

る
通

り
、
分
社
の
独
立
採
算
制
で
あ

っ
た
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
分
社
規
則
の
改

正
前
に
あ

っ
て
は
、

一
応
独
立
採
算
制

を
と
り
な
が
ら
も
紛
社
は
取
扱
荷
物
手
数

料
の
十
分
の

一
を
本
社
に
上
納
す
る
義

務
を
負

っ
て
い
痣
黛
、び

か
し
、
そ
う
し
た

こ
と
を
と
り
や
め
あ
ら
た
め
て
独
立
採
算
制
が
取
ら
れ
た
理
.由
は
、
危
難
請
負
規

則
が
会
社
規
則
の
改
正
と
同
時
に
行
れ
、
取
扱
い
荷
物
の
事
故
に
対
す
る
損
害
賠

償
制
度
が
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
と
の
関
連
に
よ

っ
て
で
あ

っ
た
。
す

な
わ
ち
、
危
険
請
負
規
則
第
十
条
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
危
難
請
負
は
そ
の

約
束
を
行

っ
た
本
分
社
そ
れ
ぞ
れ
の
責
任
で
あ
る
と
定
め
、
分
社
が
、
万

一
そ
の

賠
償
金
の
支
払
い
が
で
き
な
い
場
合
は
本
社
が
そ
れ
を
立
替
え
て
賠
償
す
る
が
、

そ
の
後
、
分
社
よ
り
あ
ら
た
め
て
本
社

に
立
替
え
金
を
支
払
う
こ
と
と
し
、
分
社

か
ら
立
替
え
金
の
支
払

い
の
困
難
の
場
合
は
、
分
社
設
立
の
際
に
本
社
に
提
出
し

て
い
る
抵
当
物
を
処
分
す
る
こ
と
と
し
、
本
社
が
分
社
の
積
荷
の
事
故
に
対
す
る

賠
償
責
任
を
負
わ
な
い
こ
と
と
し
た
こ
と
等
の
諸
点
と
、
独
立
採
算
制
は
不
可
分

の
関
係
に
あ

っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
抵
当
物
に
つ
い
て
は
、
分
社
規

則
に
分
社
設
立
の
際
、
入
社
人
の
多
少
に

拘
ら
ず
、
三
百
円
以
上
の
株
金
を
募
集
し
、
そ
の
内
三
分
を
正
金
を
も

っ
て
分
社

の
事
業
資
本
と
し
、
七
分
は
不
動
産

の
抵
当
物
と
し
て
危
難
弁
償
準
備
の
た
め
本

社
に
提
出
す
る
よ
う
に
定
め
た
そ
れ
で
あ
り

(第
二
節

第

一
条
第
二
条
)、

危

難
弁
償
を
理
由
に
、
分
社
の
独
立
採
算

制
と
賠
償

に
対
す
る
本
社
の
実
質
的
免
責

と
同
時
に
、
分
社
か
ら
の
抵
当
物
を
も

っ
て
本
社
の
資
金
調
達
を
は
か

っ
て
い
る

点
は
、
見
逃
が
せ
な
い
。

さ
て
こ
の
分
社
の
経
営
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
分
社
株
主
中
か
ら
投
票
に
よ

っ
て

選
任
さ
れ
、
任
期

一
年
と
定
め
ら
れ
て

い
る
経
営
担
当
者
ー

差
配
人
に
よ

っ
て

行
れ
る
が

(第
三
節
第

一
条
第
二
条
第
三
条
)、

こ
の
差
配
人
は
、

五
十
円
以
上

五
百
円
未
満
の
身
許
保
証
金
を
本
社

へ
提
出
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
ら
れ

(
第
四

節
第

一
条
)
、
毎
年
七
月

・
一
月
の
本

社
総
会

へ
の
出
席

(第
五
節
第

一
条
)
毎

年

一
朔
に
前
年
度
取
扱
い
荷
物
の
個
数
損
益
計
算
表
等
の
本
社

へ
の
報
告

(
同
第

二
条
第
三
条
)
等

の
業
務
を
行
う
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
よ
う
に
、
分
社
の
経
営
等
は
自
主
的
運
営
を
認
め
ら
れ
る
反
面
、
経
営
担

当
者
で
あ
る
差
配
人
を
通
し
て
種
々
な
拘
束
を
う
け
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
が
、
な
お
細
部
に
わ
た

っ
て
本
社
の
分
社
に
対
す
る
拘
束
的
支
配
に
つ
い

て
み
る
と
次

の
よ
う
で
あ
る
。
ま
ず
、
分
社
規
則
第

一
節
第

一
条
に
明
記
し
て
い

る
よ
う
に
、
分
社
は

「本
社
ノ
権
内
ヲ
以
テ
之

ヲ
存
廃

ス
ル
」
も
の
で
あ

っ
て
、

分
社
の
都
合
に
よ

っ
て
解
散
を
本
社
に
申
請
し
て
も
、
本
社
が
事
実
を
調
査
し
、

相
違
な
い
と
き
に
は
じ
め
て
解
散
が
許
さ
れ

(第
六
節

第

一
条
)
、

分
社
か
ら

本
社
に
提
出
さ
れ
て
い
る
抵
当
証
書
は
解
散
後
六
ヶ
月
を
経
な
け
れ
ば
返
却
さ
れ

な
い
と
定
め
ら
れ
て
い
る

(
同
第
六
条
)
。

さ
ら
に
、

分
社
は
本
社
の
規
則
定
款

を
遵
奉
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、

「私

二
規
則
等

ヲ
設
」
け
る

こ
と
は
厳
禁
さ
れ

(第
十
節

第
二
条
)
、
運
賃
、
差
配
人

・
役
員
給
料
そ
の
他

諸
消
費
等

に
い
た
る
ま
で
本
社
の
決
定

に
し
た
が

い
、
本
社
の
承
認
な
し
に
は
業

務
上
新
し
い
こ
と
を
始
め
る
こ
と
も
禁
止
さ
れ
て
い
る

(第
四
節

第
六
条
、
第

五
節

第

一
条
、
第
八
節

第

一
条
)
。

し
た
が

っ
て
、
分
社
の
経
営
担
当
者
で

あ
る
差
配
人
は
、

一
応

は
株
主
中
の
投
票
と
定
め
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
本
社

で
選
挙
が
不
相
当
と
認
め
る
時

は
差
配
人
は
本
社
が
選
任
し

(第

三

節

第

二

条
)、
差
配
人
の
任
期
は

一
年
と
定
め
て
は
い
る
が
、

本
社
は
、

差
配
人
の
業
務

の
当
否
、
勤
怠
を
考
慮
し
、
任
期

に
拘
り
な
く
延
年
勤
任
さ
せ
る
等

(
同

第
三

条
)、

分
社
に
対
す
る
本
社
の
権
限
は
強
く
、

本
社
の
信
用
に
関
す
る
よ
う
な
事

故
が
発
生
し
た
場
合
は
、
本
社
は
、
差
配
人

の
責
任
を
追
求
し
、
時
機
に
よ
り
脱

社
あ
る
い
は
廃
社
を

一
方
的
に
命
じ
る
権
限
を
も

っ
て
い
た

(第

七
節

第

三

条
)。こ

の
よ
う
に
本
社
と
分
社
と
の
関
係
は
分
社
規
則
改
正
以
前
に
比
較
し
て
、
大

幅
に
質
的
な
変
化
を
と
げ
、
本
社
の
分
社
に
対
す
る
権
限
は
絶
大
と
な
り
、
そ
の

拘
束
的
支
配
力
は
格
段
と
強
化
さ
れ
た
と
い
え
る
。

し
か
る
に
、
明
治
十
二
年

の
分
社
規
則
改
正
に
よ
り
、
本
社
の
分
社
に
対
す
る

拘
束
的
支
配
力
が
格
段
と
強
化
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
分
社
数

の
増

加

す

る
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
そ
れ
は
、
富
士
川
運
輸
会
社
が
、
県

の
允

可
を
得
た
唯

一
の
会
社
と
し
て
、
こ
れ
に
入
社
し
な
け
れ
ば
運
輸
業
者
と
し
て
、
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そ
の
営
業
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
と
い
う
事
情
が
あ

っ
た
に
し
ろ
、
そ

れ
に
も
ま
し
て
、
分
社
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
経
済
的
利
益

へ
の
魅
力

の
方
が
大
き
か

っ
た
点
が
、
分
社
増
加

の
理
由
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
本
社
と
分
社
と
の
関
係
の
変
化
を
通
し
て
富
士
川
運
輸
会
社
の
経
営
基

盤
の
強
化
を
み
た
が
、
他
方
、
同
社
と
船
持
船
頭
と
の
関
係
は
ど
う
で
あ

っ
た
か

み
る
こ
と
と
す
る
。

本
来
船
持
と
よ
ば
れ
る
者
は
、

一
艘

か
ら
数
艘

の
船
を
所
有
す
る
者
で
あ

っ
た

が
、
富
士
川
で
は
、
多
く
の
場
合

一
艘

の
船
を
持
ち
船
持
自
身
船
頭
と
し
て
運
輸

を
営
ん
で
お
り
、
近
世
以
来
、
廻
米
御
用
を
勤
め
る
か
わ
り
、
廻
米
御
用
以
外
の

時
期

は
、
自
身

の
持
船

に
よ

っ
て
か
な
り
自
由
に
沿
岸
の
貨
客
運
輸
を
営
む
独
立

的
現
業
者
で
あ

っ
た
。
し
た
が

っ
て
、

こ
れ
を
従
属
さ
せ
よ
う
と
す
る
運
輸
業
者

と
は
必
ず
し
も
利
害
の

一
致
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

富
士
川
運
輸
会
社
は
創
業
の
当
初
、
会
社
規
則
第
十
七
条
に
お
い
て
、
三
河
岸

以
外
蒲
原

・
水
神

・
岩
淵
な
ど
静
岡
県
下
に
い
た
る
富
士
川
流
域
の
「船
持
勝
手
」

で
あ
る
こ
と
を
宣
言
し
た
が
、
そ
の
反
面
、
運
送
に
つ
い
て
は

「会
社
規
則
」
に

反
し
な
い
こ
と
を
条
件
と
し
て
運
送
船
を
規
制
し
、
会
社
発
行

の
鑑
札
を
持
た
な

い
者

へ
の
荷
物
積
渡
し
を
禁
じ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
同
社
に
よ
る
船
持
船

頭

へ
の
従
属
の
強
制

は
、

一
私
企
業
に
よ
る

一
片

の
会
社
規
則
で
は
た
せ
る
も
の

で
は
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か

っ
た
。

創
業
以
来
、
山
梨
県
の
強
力
な
保
護

を
得
な
が
ら
富
士
川
運
輸
会
社
は
船
持
船

頭
の
掌
握

に
努
め
る
の
で
あ
る
が
、
明
治
十

一
年
三
月
十
三
日
、
山
梨
県
に
よ

っ

て
富
士
川
物
貨
運
搬
営
業
規
則
が
施
行

さ
れ
る
と
、
同
月
二
十
二
日
富
士
川
運
輸

会
社
所
属
の
船
頭
四
百
三
十
七
名
連
名
で
、

「運
輸
会
社
設
立
開
業

ヨ
リ
同
社
規

則
ヲ
固
守
致
シ
、
所
属
船

二
相
願
営
業

致
シ
来
リ
候
処
、
多
数
ノ
船
頭
ナ
ル
故
、

万

一
同
社
ノ
指
揮
ヲ
奉

セ
サ
ル
者
無
之
為
メ
、
今
回
猶
船
頭

一
同
申
合
セ
、
弥
将

来
同
社
ノ
指
揮
決
テ
違
背
致
間
敷
段
誓
約
」
し
た
七
か
条
の
誓
約
書
が
同
社
に
提

出
さ
れ
、
同
年
四
月
二
十
二
日
富
士
川
運
輸
会
社
か
ら
山
梨
県
に
届
け
出
さ
れ
て

い
る
。
(4
)

こ
の
誓
約
書
に
添
付
さ
れ
た
明
治
九
年
十
月
富
士
川
流
域

の
船
頭
三
百
八
十
七

名

に
よ

っ
て
な
さ
れ
た
富
士
川
船
業
取
締
申
合
誓
約
書

(5
)
と
を
比
較
し
て
み
る

と
、
明
治
九
年
か
ら
同
十

一
年

に
か
け
て
、
富
士
,川
物
貨
運
搬
営
業
規
則
施
行
を

契
機
と
し
て
、
富
士
川
運
輸
会
社
と
船
持
船
頭
と
の
関
係
が
ど
の
よ
う
に
変
質
し

て
い
っ
た
か
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

先
ず
、
誓
約
書

に
署
名
し
て
い
る
者

の
呼
称
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
九
年
の
場

合
は

一
率

に
船
方
と
よ
び
、
十

一
年

の
場
合
に
は
船
頭
と
よ
ん
で

い

る
。

し

か

し
、
双
方

の
人
名
を
比
較
す
る
と
、
ほ
と
ん
ど

一
致
す
る
か
ら
、
船
方
も
船
頭
も

同
じ
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
れ
ら
船
方
あ
る
い
は
船
頭
が
誰
れ
を
相
手

に
誓
約
し
た
か
に
つ
い
て
み
る
と
、
九
年
の
場
合
は
、

「運
輸
会
社
其
他
出
張
所

河
岸
限
船
方
」
が
、
相
互
に
申
し
合
せ
を
行
い
誓
約
し
た
上
、
そ
の
誓
約
事
項
に

つ
い
て
の
取
締
り
を
、
船
方
総
代
月
番
ま
た
は
船
方
年
内
総
代
の
者

に
依
頼
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、
あ
く
ま
で
も
船
方
相
互
の
自
主
的
申
し
合
せ
で
あ

る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
十

一
年

の
場
合
は
、
富
士
川
運
輸
会
社
所
属
船
の
船
頭

と
し
て
、
将
来
と
も
同
社
の
指
揮
に
違
背
し
な
い
こ
と
を
同
社
に
対
し
て
誓
約
す

る
内
容

の
も
の
で
あ

っ
た
。

し
た
が

っ
て
、
内
容
的
に
も
両
者
を
比
較
す
る
と
、
当
然
な
が
ら
、
際
立

っ
た

差
異
が
あ

っ
た
。
九
年
の
場
合
の
主
た
る
内
容
は
、
理
由
な
く
滞
船
す
る
こ
と
の

防
止
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、
総
代
は
河
岸
か
ら
の
出
船

・
帰
船

に
際
し
船
頭

の
名
前
札
を
出
し
戻
し
し
て
日
付
と
と
も
に
記
帳
し

(第
二
条
)、

出
船
途
中

の

滞
船
に
つ
い
て
は
、
そ
の
理
由
を
調
査
し
て
過
怠
料
を
徴
収
し

(
第
三
条
)、

滞

船
の
原
因
と
な
る
止
宿
先
で
の
博
奕
諸
勝
負
を
禁
止
し

(第
四
条
)
、

博
奕
等
を

知

っ
て
報
告
し
な
い
者
や
博
奕
を
許
し
た
宿

へ
の
罰
則

(第
五
条

・
第
七
条
)
を

設
け
る
等
が
誓
約
の
内
容
で
あ

っ
た
。

こ
れ
に
対
し
十

一
年

の
誓
約
書
は
、
ま
ず
そ
の
第

一
条
に
富
士
川
に
よ
り
物
貨

運
搬
の
営
業
を
行
う
と
い
う

こ
と
は

「運
輸
会
社
諸
貨
物
運
搬
ノ
為

メ
造
船
営
業

ス
ル
者

二
付
、
船
乗
営
業
人

ハ
悉
皆
同
社

へ
申
出
同
社
ノ
名
儀
ヲ
以
テ
検
印
相
願

営
業
」
す
べ
き
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
新
造
船
を
持
ち
船
持
船

頭
に
な
ろ
う
と
す
る
も
の
は
船
方
総
代
を
通
し
て
運
輸
会
社

へ
申
出
て
、
こ
の
誓

約
書
に
記
名
調
印
の
上
、
本
人
の
希
望

に
よ
り
富
士
川
運
輸
会
社
の
鰍
沢
本
社

・

同
青
柳
出
張
所

・
同
黒
沢
出
張
所
の
附
属
船
と
し
て
営
業
す
る
こ
と

(第
三
条
)

と
定
め
て
い
る
。

・

(21)
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こ
の
こ
と
は
富
士
川
物
貨
運
搬
営
業
規
則
の
施
行
に
よ

っ
て
、
従
来
自
費
に
よ

ヤ

っ
て
造
船
し
、
貨
客
輸
送
の
現
業
に
あ
た

っ
て
い
た
船
持
船
頭
の
営
業
は
、
以
後

富
士
川
運
輸
会
社
の
貨
客
輸
送
の
た
め
に
行
れ
る
も
の
で
あ
る
と
す

る
大

前

提

が
、
船
持
船
頭
側
に
承
認
さ
れ
船
持

船
頭
は
自
ら
自
営
的
立
場
を
捨
て
、
現
業
労

働
者
的
立
場
を
容
認
し
た
こ
と
を
意

味
し
、
富
士
川
運
輸
会
社
が
創
業
当
初
か
ら

会
社
規
則
中
で

「運
送
船
是
迄
船
持

ノ
進
退
ト
雖

モ
開
業
ノ
上

ハ
会
社
ノ
進
退

二

因
ル
ヘ
シ
」
と
主
張
が
貫
徹
し
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
大
前
提

に
立
つ
誓
約
書
は
、
富
士
川
運
輸
会
社
と
船
持
船
頭
と
の
関
係
を

決
定
づ
け
る
画
期
的
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
り
そ
の
内
容
は
次
の
よ
う
で
あ

っ

た
。
運
輸
会
社
所
属
船
と
し
て
運
輸
会
社
の
本
社
の
あ
る
鰍
沢
は
も
と
よ
り
、
そ

の
出
張
所
分
社

へ
の
出
入
貨
客
に
限

り
輸
送
し
、
他
の
場
所
か
ら
の
船
積
や
運
搬

を
行
わ
な
い

(第

二
条

・
第
四
条
)

こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
運
輸
会
社
の
営
業
の
た

め
に
遵
奉
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
富

士
川
通
船
規
則

・
同
物
貨
運
搬
営
業
規
則
を

守
り

(第
五
条
)
、

特
に
、

通
船
規
則
の
違
反
は
、
そ
の
責
任
を
運
輸
会
社
に
及

ぼ
す
た
め
、
違
反
過
怠
金
と
し
て
県

に
納
め
る
も
の
と
同
額
を
運
輸
会
社

へ
も
納

め
る

(第
六
条
)
等
を
誓
約
し
、
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
誓
約
の
上
は
、
運
輸
会
社

・

船
方
総
代

の
指
揮
に
反
す
る
時
は
、
営
業
を
差
止
め
ら
れ
て
も
異
存
の
な
い

(第

七
条
)
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
九
年
と
十

一
年
の
二

つ
の
誓
約
書
は
、
内
容
的
差
異
の
み
で
な
く

こ
れ
に
署
名
し
て
い
る
船
頭
に
つ
い
て
も
様

々
な
質
的
変
化
を
み
る
こ
と
が
で
き

る
。
ま
ず
九
年
の
場
合
は
、
山
梨
県
内
の
富
士
川
流
域
の
う
ち
三
河
岸
以
南
南
部

.
内
船
両
村
ま
で
、
両
岸
の
二
十
八
か
村
三
百
八
十
七
名
が
署
名
し
て
お
り
、
十

一
年
の
場
合
に
は
、
九
年

の
二
十
八
か
村
と
三
河
岸
の

一
つ
黒
沢
村
に
南
隣
す
る

豊
和
村
を
加
え
た
県
内
二
十
九
ケ
村

の
他
、
静
岡
県
内
で
岩
淵

・
岩
本
両
村
の
都

合
三
十

一
か
村
四
百
三
十
七
名
が
署
名
し
て
い
る
。

こ
の
二
十
八
か
村
の
代
表
者
を
比
較
す
る
と
清
子
村

の

一
例
を
除
け
ば
、
他
は

全
部

一
致
す
る
。
し
か
し
、
各
村
ご
と
の
人
数
は
、
九
年
に
比
較
し
て
減
少
し
た

村
数
は
四
か
村
計
十
名
で
あ
る
が
、
増
加
し
た
村
数
は
十
四
か
村
三
十
七
名
と
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
内
、
鰍
沢
村

の
六
名
減
と
青
柳
村
二
十
二
名
増
が
目
立
つ

が
、
そ
の
原
因
は
い
ま
明
ら
か
で
は
な
い
。
こ
の
青
柳
村
の
二
十
二
名
と
、
山
梨

県
内
十
六
名
、
静
岡
県
内
岩
淵
村
十
九
名
と
岩
本
村
三
名
を
加
え
る
と
六
十
名

の

増
加
と
な

っ
て
い
る
が
、
先
述
し
た
十
名
の
減
少
が
あ
る
の
で
、
実
質

五
十
名
が

約

一
年
半

の
間
に
増
加
し
た
こ
と
と
な
る
。

こ
う
し
た
船
頭
の
増
加
は
、
内
容
的
に
見
る
な
ら
ば
、
す
で
に
述

べ
た
よ
う
に

運
輸
会
社
所
属
の
船
頭
と
し
て
、
静
岡
県
内
の
船
頭
も
組
込
み
、
し
か
も
出
身
村

を
別
と
し
な
が
ら
も
、
十

一
年
の
誓
約
書
第
三
条
に
い
う
よ
う
に
、
運
輸
会
社
の

鰍
沢
本
社
も
し
く
は
青
柳
黒
沢
両
出
張
所
の
い
ず
れ
か
の
附
属
船
と
し
て
、

「同

社
ノ
名
儀

ヲ
以
テ
」

(第

一
条
)
営
業
す
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
。

そ
れ
ら
は
、
富
士
川
運
輸
会
社
の
創
業
以
来
、
そ
の
会
社
規
則
第
十
七
条
に
い

う

「今
後
船
持

ハ
三
河
岸

二
不
限
蒲
原
水
神
岩
淵
其
他
何

レ
ノ
者
タ
リ
ト
モ
船
持

勝
手
タ
ル
ヘ
シ
但
シ
運
送
進
退

ハ
会
社
ノ
規
則

二
背
ク

ヘ
カ
ラ
ス
」
と
す
る
意
図

が
こ
こ
に
実
現
す
る
こ
と
と
な

っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
う
し
た

意
味

に
お
い
て
、
特
に
静
岡
県
内
二
か
村
の
船
頭
を
そ
の
も
と
に
従
属
さ
せ
た
意

義

は
大
き
か

っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
明
治
九
年
十
月
と
同
十

一
年
三
月
の
船
持
船
頭
の
誓
約
を
比
較
し
、
そ

の
間
に
ど
の
よ
う
な
差
異
が
あ
り
、
十

一
年
の
段
階
で
、
富
士
川
運
輸
会
社
の
下

に
船
持
船
頭
が

い
か
に
従
属
さ
せ
ら
れ
て
い

っ
た
か
、
逆
に
い
う
な
ら
ぽ
、
運
輸

業
者
と
し
て
の
同
社
が
、
自
己
の
所
有
し
な
い
運
輸
手
段
と
し
て
の
船
を
、
そ
の

所
有
者
で
あ
る
船
持
船
頭
を
通
し
て
従
属
さ
せ
、
営
業
基
盤
の
強
化
を
は
か
り
、

自
社
の
発
展
を
得
て
き
た
か
を
み
た
。
し
か
し
、
い
か
に
山
梨
県
が
富
士
川
物
貨

運
搬
営
業
規
則
の
施
行
等
の
措
置
を
と
り
、
富
士
川
運
輸
会
社
を
保
護
し
た
に
し

て
も
、
運
輸
会
社
が

こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
急
速
に
船
頭
を
従
属
さ
せ
て
い
く
こ
と
が

で
き
た
原
因
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
運
輸
会
社
の
業
績
発
展
が
、
船
頭
を
し
て
同

社
に
積
極
的
に
従
属
さ
せ
る

一
因
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
富
士
川
運
輸
会
社
は
、

一
方
に
あ

っ
て
は
同
社
と
同
じ
河
岸
問

屋
の
系
譜
に
属
す
る
同
業
者
等
を
自
社
の
出
張
所
分
社
と
し
て
次
々
と
そ
の
組
織

内
に
組
入
れ
、
他
方
運
輸
手
段
を
所
有
す
る
船
持
船
頭
等
を
完
全
に
従
属
さ
せ
る

こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
の
経
営
基
盤
を
強
化
し
、
急
速
に
業
績
を
拡
大
し
て
い
く
こ

と
と
な

っ
た
。

(zz)
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要紀究研

明
で
あ
る
が
、
九
年
十
二
月
に
な
り

「漸

々
船
路
ノ
難
場
開
鑿
爛
砕
致
シ
通
船
容

易
相
成
リ
候

二
付
」

三
河
岸
か
ら
の
下
り
運
賃
を
逓
減
し
て
い
る
。
(9
)
こ
れ
に

よ
り
、
蒲
原
ま
で
の
諸
荷
物

一
艘

一
円
五
十
六
銭
で
あ

っ
た
も
の
を

一
円
三
十
二

銭
に
値
下
げ
し
て
い
る
。
し
か
し
、
上
り
の
運
賃
は
、
塩
は
取
扱

い
や

す

い
が

「雑
貨
物
ノ
儀

ハ
毎
箇
形
ヲ
異
シ
荷
嵩
ノ
モ
ノ
モ
多
分
有
之
船
中
積
込
不
便
ヲ
極

メ
且
保
護
進
退
働
勉

二
窘
ミ
別
テ
生
魚
其
他
腐
敗
ヲ
恐
レ
候
物
品

二
至
リ
候
テ

ハ

船
中
保
護
ノ
労
力
不
少
且
定
限
日
割

ヨ
リ

一
層
差
急
キ
少
時
間
ヲ
モ
相
争
引
上
サ

セ
候
」

と
言
う
実
状
か
ら
、
(-o
)、先

に
ふ
れ
た
よ
う
に
蒲
原
出
張
所
及
び
岩
淵

・

水
神

・
岩
本

・
木
島
各
分
社
か
ら
の
諸
荷
物
と
魚
類
は
、
塩
と
別
料
金
と
す
る
こ

と
と
し
、
以
後

こ
の
三
本
立
料
金
が
実
施
さ
れ
た
が
、
特
に
魚
類
に
つ
い
て
は
、

日
数
の
短
縮
が
行
れ
て
い
た
た
め
、
先
述
の
よ
う
に
か
え

っ
て
荷
主
の
信
用
を
増

す
結
果
に
な

っ
た
。

鰍沢→蒲原運賃表

 

表

諸 荷 物
乗 客

普 通 至 急

8年 1.56円 一 円 1.80円

9年 1.32
一 (不 明)

13年 1.32 1.98 3.00

そ
の
後
運
賃
は
、下
り
に
つ
い
て
表
灰
に
示
し
た
よ
う
に
、

三
河
岸

・
蒲
原
間
が
明
治
十
三
年
七
月
十
五
日
改
正
さ
れ
た

が
、
(11
)
こ
れ

に
よ
る
と
、

乗
客
運
賃
の
詳
細
と
諸
荷
物
の

至
急
運
賃
が
新

た
に
設
け
ら
れ
、
諸
荷
物
の
普
通
運
賃
は
、

僅
か
な
が
ら
値
上
げ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
乗
客
運
賃
に
つ
い

て
は
、
こ
の
頃
、
横
浜
東
京
方
面

へ
は
、
富
士
川
を
下
り
、

岩
淵
か
ら
東
海
道
線
を
利
用
す
る
と
最
短
時
間
で
行
け
る
た

め
、
そ
の
利
用
が
急
増
し
て
い
た
こ
と
を
反
映
し
、
乗
客
に

は
極
め
て
好
評

で
あ

っ
た
。

こ
の
時
期
富

士
川
運
輸
は
、
乗
客
に
と

っ
て
の
み
で
な
く

諸
荷
物
の
輸
送
に
つ
い
て
も
、
甲
府
盆
地
と
清
水
港
を
経
由
し
て
他
地
域
と
を
結

ぶ
運
輸
の
動
脈
と
し
て
、
陸
運

に
比
較
し
て
は
る
か
に
優
位
に
立

っ
て
い
た
。
こ

の
例
を
示
す
も
の
と
し
て
、
明
治
九
年
十
二
月
二
十
七
日
、
富
士
川
運
輸
会
社
よ

り
県
に
提
出
し
た
甲
府

・
横
浜
間
に
つ
い
て
富
士
川
利
用
の
場
合
と
、
陸
路
の
場

合
と
の
運
賃
の
比
較
が
あ
る
。
(12
)

こ
れ
に
よ
る
と
、
前
者
に
あ

っ
て
は
、

距
離

三
百
六
十
五

・
六
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
、
甲
府
二
川
間
約
五

.
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
陸

送
す
る
の
み
で
、
鰍
沢

・
蒲
原

・
清
水
経
由
横
浜

へ
回
漕
す
る
と
、
十
五
貫
目
の

荷
物

一
個
に
つ
き
、
運
賃
そ
の
他
輸
送
経
費
の
合
計
は
、
二
十

一
銭
九
厘
五
毛
、

陸
路
の
場
合
、
距
離
は
百
三
十
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
約

二
分
の

一
で
あ
る
が
、
輸

送
経
費
は

一
円
八
十
銭
と
な
り
、
そ
の
差
は

一
円
五
十
八
銭
、
水
路
の
約
八

・
二

倍
を
必
要
と
す
る
。
ま
た
、
横
浜
か
ら
甲
府

へ
の
上
り
荷
の
経
費
は
、
十
二
貫
目

に
つ
き
三
十
五
銭
二
厘
二
毛
、
陸
路
は

一
円
四
十
四
銭
と
な
り
、
そ
の
差
は

一
円

八
銭
七
厘
八
毛
、
水
路
の
約
四

・
一
倍
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
富
士
川

運
輸
会
社
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
い
か
に
荷
主
に
と

っ
て
大
き
い
経
済
的
利
益

を
招
い
た
か
を
示
す
も
の
で
あ

っ
た
。
.

次
に
安
全
性
と
保
険
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
水
路
で
あ
る
だ
け
に
、
陸

路
と
は
異
り

一
層
大
き
な
問
題
で
あ

っ
た
。

山
梨
県
が
明
治
六
年
、
富

士
川
運
輸
会
社
の
創
業
を
勧
め
、
そ
の
後
、
同
八
年

に
は
富
士
川
通
船
規
則
を
、
さ
ら
に
同
十

一
年
富
士
川
物
貨
運
搬
営
業
規
則
を
施

行
し
た
の
は
、
い
ず
れ
も
明
治
六
年
の
太
政
官
布
告
第
二
百
三
十
号
の
意
図
を
、

忠
実
に
履
行
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
を
す
で
に
述
べ
た
が
、

こ
れ
ら
規
則
の
中
に
は

一
貫
し
て
安
全
性
の
確
保
i

危
険
防
止
と
危
難
弁
償
の

た
め
の
保
険
請
負

の
考
え
が
な
さ
れ
て
い
た
。

明
治
十

一
年
三
月
、
富
士
川
物
貨
運
搬
営
業
規
則
の
施
行
に
よ
っ
て
、
富
士
川

運
輸
会
社
も
保
険
請
負

の
実
行
を
義
務
付
け
ら
れ
、
こ
の
た
め
の
規
則
等
の
整
備

と
、
保
険
請
負
準
備
抵
当
と
し
て
動
産
及
び
不
動
産
の
県
庁

へ
の
納
置
が
必
要
と

な

っ
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
同
年
十

一
月
二
十
五
日
、
富
士
川
運
輸
物
貨
ノ
危
険
請

負
規
則
を
定
め
、
同
年
十
二
月
十
日
県
に
許
可
を
申
請
し
、
同
月
十
二
月
十

一
日

準
備
抵
当
四
千
円
の
証
書
差
出
し
を
条
件
に
許
可
さ
れ
た
。

こ
の
危
険
請
負
規
則
は
、
六
節

二
十
七
か
条
を
も

っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
第

一
節

「危
険
請
負
準
備
ノ
事
」
で
は
、
総
額
四
千
円

の
抵
当
証
書
を
県
庁
に

預
入
れ
て
準
備
と
し

(第

一
条
)、

そ
の
募
集
は
本
社

・
出
張
所

・
分
社
に
割
付

け
本
社
が
と
り
ま
と
め
る

(第
二
条
)
こ
と
等
が
記
さ
れ
て
い
る
。
第
二
節

「危

険
請
負

ノ
区
域
及
其
制
限
ノ
事
」
は
、
笛
吹
川
上
流
石
和

・
川
田
分
社
以
南
と
釜

無
川
韮
崎
分
社
以
南
か
ら
蒲
原
出
張
所
を
経
て
清
水
港
ま
で
の
区
域
を
危
険
請
負

の
対
象
と
し

(第

一
条
)
、
危
険
請
負
料
は
原
則
と
し
て
船
路

一
里
に
付
元
価
金

の
万
分
の
八

(第
二
条
)、

弁
償

の
対
象

は
破
船

・
沈
没

・
盗
難

・
失
火
に
よ
る

も
の
に
限
り

(第
三
条
)、

請
負
料

・
弁
償
金
は
現
金
で
授
受
が
行
れ
る

(第
八

(24)
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条

・
第
十

一
条
).
ま
た
、

弁
償
金
額

は
四
千
円
で
あ
る
か
ら
、

平
常
分
社

・
出

張
所
の
危
険
請
負
額
は
、
本
社
で
集
計

し
て
こ
の
合
計
が
四
千
円
を
超
過
し
な
い

よ
う
に
す
る

(
第
十
四
条
)。

弁
償
金

は
、
請
負

っ
た
本
社
分
社
の
負
担
で
あ
る

が
、
分
社

の
支
出
不
可
能
の
場
合
は
本
社
が
立
替
え
る

(第
十
条
)
等
が
定
め
ら

れ
て
い
た
。
そ
七
て
、
第
三
節

「危
険
請
負
ヲ
以
運
搬

ス
ヘ
キ
諸
貨
物
請
取
方
ノ

事
」
第
四
節

「運
搬
ノ
諸
貨
物
届
先

へ
渡
シ
方
ノ
事
」
に
あ

っ
て
は
、
請
負
規
則

の
説
明
不
足
や
荷
造
り
の
不
備
、
元
価
表
示
の
偽
り
、
請
負
貨
物
の
届
け
先

へ
の

渡
し
方
等
に
よ
る
紛
争
の
防
止
等
に

つ
い
て
定
め
て
い
る
。
ま
た
第
五
節

「運
搬

ノ
日
限
ノ
事
」
で
は
、
日
限
に
遅
れ
た
た
め
に
生
じ
た
損
失
の
弁
償
は
本
社
負
担

と
し

(第

一
条
)
、

自
然
災
害
に
よ
る
日
限
に
遅
れ
た
た
め
に
生
じ
た
損
失
は
荷

主
の
損
失
に
す
る
こ
と

(第
二
条
)
が
定
め
ら
れ
て
い
た
。

以
上
が
危
険
請
負
規
則
の
主
だ

っ
た
内
容
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
明
治
八

年
八
月
認
可
を
見
た
甲
斐
国
中
馬
会
社
危
難
受
合
規
則
に
比
較
し
て
み
る
と
、
内

容
的
に
は
、
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

(13
)

し
か
し
、
こ
の
双
方
に
お
い
て
最
も
差
異
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
の
は
、
保
険
料

率
と
弁
償
金
率
に
つ
い
て
で
あ
る
。

富
士
川
運
輸
会
社
の
場
合
、
保
険
料
率
は
、

一
里
に
付
元
価
の
万
分
の
八
と
し

て
い
る
の
に
対
し
、
甲
斐
国
中
馬
会
社

の
場
合
は
距
離
に
関
係
な
く
、
ま
た
弁
償

金
率
に
よ

っ
て
保
険
料
率
に
差
が
あ
る
点
が
大

い
に
異
な
る
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は

左
記
の
よ
う
で
あ

っ
た
。

一
物
貨
代
金
七
分
以
上
全
分
ノ
弁
償

此
受
合
料

元
価
五
分
以
上
壱
割
半
迄

一
同
三
分
以
上
七
分
ノ
弁
償

此
受
合
料

元
価
三
分
以
上
五
分
迄

一
同
三
分
以
下
ノ
弁
償

此
受
合
料

元
価

一
分
以
上
三
分
迄

こ
れ
に
よ
る
と
、
富
士
川
運
輸
の
場
合
の
よ
う
に
原
則
的
に
元
価
の
全
額
を
弁

償
す
る
と
な
れ
ぽ
、
中
馬
会
社
に
あ

っ
て
は
百
分
の
五
な
い
し
百
分
の
十
五
ま
で

の
保
険
料
率
を
必
要
と
す
る
こ
と
と
な
り
、
逆
に
こ
の
保
険
料
率
を
も

っ
て
富
士

川
運
輸
会
社
に
あ

っ
て
は
ど
れ
程
の
距
離
ま
で
負
請
区
域
に

な

る

か
計
算
す
る

と
、
六
十
二
里
半
か
ら
百
八
十
七
里
半
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
距
離
は
、
鰍

沢
を
中
心
に
考
え
る
と
上
流
は
、
吹
笛
川
石
和

・
川
田
分
社
ま
で
と
、
下
流
清
水

港
ま
で
の
距
離

の
ほ
ぼ
二
倍
な
い
し
六
倍
に
等
し
い
か
ら
、
富
士
川
運
輸
会
社
が
、

そ
の
危
険
請
負
規
則
の
最
初
に
定
め
て
い
る
危
険
請
負
区
域
に
つ
い
て
は
、
中
馬

会
社
の
ほ
ぼ
二
分
の

一
な
い
し
六
分
の
一
保
険
料
率
を
も

っ
て
、
中
馬
会
社
と
同

額
の
弁
償
が
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
陸
運
よ
り

一
段
と
危
険
度
の
高
い
水
運
で

あ

り

な

が

ら
逆
に
陸
運
よ
り
安
い
保
険
料
率
を
も

っ
て
危
険
請
負
制
を
実
施
す
る
こ
と
と
な

り
、
そ
う
し
た
面
で
は
陸
運
に
立
ち
お
く
れ
て
い
た
弱
点
を
克
服
す
る
方
策
が
打

ち
た
て
ら
れ
た
こ
と
に
な

っ
た
。
こ
の
点
こ
の
危
険
請
負
制
が
実
施
さ
れ
た
こ
と

は
、

「難
破
船
等
有
之
諸
荷
物
流
失
等
有
之
節

ハ
地
元
役
人

へ
相
届
ケ
人
数
ヲ
出

シ
川
筋
穿
鑿
致

シ
見
当
候
分

ハ
引
揚
其
段
荷
主

へ
申
聞
詑
入
候
事

但
流
失
致
シ

候
分

ハ
荷
主
損
失
之
事
」

(15
)
と
定
め
、
破
船
の
患
は
水
運
な
る
が
故
に
当
然
と

し
、
そ
の
補
償
も

「詑
入
」
る
程
度
と
す
る
無
責
任
な
考
え
方
か
ら
脱
し
、
富
士

川
運
輸
会
社

へ
の
社
会
的
信
用
を
増
大
さ
せ
、

「保
険
船
に
乗
れ
ば
安
心
」
と
さ

え
言
れ
る
程
に
ま
で
至

っ
た
。
(16
)

以
上
運
輸
会
社

の
社
会
的
信
用
を
は
か
る
要
件
と
し
て
の
輸
送
速
度

・
輸
送
経

費

・
安
全
制

の
い
ず
れ
の
点
に
お
い
て
も
富
士
川
運
輸
会
社
が
、
そ
の
利
用
者
か

ら
信
用
を
か
ち
え
て
い

っ
た
様
子
に
つ
い
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
三

つ
の
要

件
は
、

一
見
そ
れ
ぞ
れ
独
立
を
し
て
い
る
か
で
あ
り
な
が
ら
、
相
互
に
関
連
し
あ

い
、
補
完
し
あ

っ
て
い
る
。
そ
の
点
、
輸
送
経
費
の
安
い
こ
と
を
絶
対
的
強
み
に

し
て
い
る
富
士
川
運
輸
会
社
が
、
山
梨
県
か
ら
允
可
を
得
た
唯

一
の
会
社
と
し
て

安
全
性
を
確
保
し
、
し
か
も
、
輸
送
日
数
を
短
縮
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
明
治
十

年
代
初
期
は
、
利
用
者
か
ら
の
全
面
的
信
用
を
博
し
、
そ
の
損
益
勘
定
、
貸
借
対

照
表
に
み
る
よ
う
な
飛
躍
的
発
展
を
と
げ
る
に
至

っ
た
の
は
当
然
で
あ

っ
た
と
い

え
よ
う
。

註

(
1
)
青
山
靖

「富

士
川
水
連
史

」
第

四
章

第

一
節

三
河
岸

の
保
護
と
特
権

に
詳

し

い
。

(
2
)

「
山
梨
県
史

料
」

十
八

政
治
部

駅
逓

明
治
十

一
年
五
月
三
十
日

玉
幡

河
岸

の
開
設
申
請
が
出

さ
れ
、
七
月

に
許
可
と
な

っ
て
い
る

こ
と
、
同
年

十

二

月
十
日
届
出

の
危
険
請
負
規
則

に
韮
崎
分
社
が
見

る
こ
と
等

か
ら
、
釜
無
川
流

域

で
も
、

玉
幡

・
韮
崎
分
社
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。

・
(
3
)

「山
梨
県
史
料
」
十

八

政
治
部

駅
逓

明
治
十

一
年
十

二
月
十
日

規
則

改

正
増
補
中

第

二
十
二
条

。

(25)
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(
4
)

「
山
梨
県
史
料
」

十
八

政
治
部

駅
逓

明
治
十

一
年

四
月

二
十

二
日

富

士
川
運
輸

会
社

ヨ
リ
其

所
属
船
乗

営
業
老

ノ
誓
約
書

ヲ
本
庁

二
具

呈

ス
。

(
5
)

(
4
)

に
同
じ
。

(
6
)

「
山
梨
県
史
料
」
十
八

政

治
部

駅
逓

明

治
九
年

八
月

富

士
川
運
輸
会

社

ヨ
リ
本
川
遡
運
日
数

ヲ
定

メ
之
ヲ
本
庁

二
具
申

ス
。

(
7
)

「
山
梨
県
史
料
」
十
八

政
治
部

駅
逓

明
治
九
年

十
二
月
十

四
日

富

士

川
運
輸
会
社

ヨ
リ
本
船

運
賃

ヲ
逓
減

シ
之

ヲ
本
庁

二
具
申

ス
。

(
8
)

「
山
梨
県
史
料
」
十
八

政
治
部

駅
逓

明
治
九
年

四
月
十
五
日

富

士
川

運
輸
会
社

よ
り
定
員
外

の
船

頭

一

・
二
名
を
船

乗
修
業

の
名

目
で
乗
組

せ
る
許

可
を
得

て
い
る
が
、

こ
れ
が
日
数
短
縮
が
可
能

に
な

っ
た
理
由
と

考

え

ら

れ

る
o

(
9
)

(
7
)
と
同
じ
。

(
10
)

(
7
)

に
同
じ

で
あ

る
が
、

こ
の
中
で
諸
荷
物

魚
類

は
塩
と
区
別

さ
れ
値
上
げ

さ
れ

て
い
る
。

(
11
)

「
山
梨
県
史
料
」
十
八

政
治
部

駅
逓

明
治
十
三
年

七
日
十
五
日

ヨ
リ
十

一
月
十
六
日

二
至
リ
富
士
川
運
輸

会
社

ヨ
リ
其
乗
客

及

ヒ
物

貨
運
賃
井
手
数
料

等

ヲ
改
定

シ
之

ヲ
本
庁

二
具
申

ス
。

(
12
)

「
山
梨
県
史
料
」
十
八

政
治
部

駅
逓

明
治
九
年

十
二
月
二
十
七
日

富

士
川
運
輸

会
社

ヨ
リ
甲
府
横

浜
ノ
間

河
海
運
賃

表
ヲ
本
庁

二
具
申

ス
。

(
13
)

「
山
梨
県
史
料
」
十
八

政

治
部

駅
逓

明

治
八
年

七
日
十
五
日

中
馬
会

社
規
則

ヲ
駅
逓
寮

二
具
申

ス
。

(
14
)

(
13
)

に
同
じ

「
中
馬
会
社
諸
物

貨
取
扱
規
則
」
第

三
則

危
難

受
請
制
限

第

二
条
。

(
15
)

「
山
梨
県
史
料
」
十
七

政
治
部

駅
逓

明
治
五
年

六
月

富

士
川
通
船

取

扱
人

ヨ
リ
舟
運
賃

貨

ヲ
定

メ
ソ
事

ヲ
本
庁

二
願

フ
。

(
16
)
青
山
靖

「
富
士
川
水
運
史
」
第
九
節

商
業
物
資

の
運
輸

一
、
下
り
荷
。

同
社
発
展
の
基
盤
強
化
に
役
立
て
ら
れ
て
い
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
外
部
的
に
は
物
貨
運
搬
規
則
の
施
行
、
内
部
的
に
は
組
織
の
整

備
強
化
に
よ

っ
て
、
よ
り
早
く
、
よ
り
安
い
経
費
で
、
よ
り
安
全
な
輸
送
が
可
能

と
な
り
、
同
社

へ
の
社
会
的
信
用
は

一
層
高
ま
る
こ
と
に
な

っ
た
。

こ
れ
ら
諸
要
因
の
相
乗
的
効
果
に
よ
り
発
展
の

一
途
を
た
ど

っ
た
富
士
川
運
輸

会
社
も
、
二
十
年
代
の
繁
栄
を
頂
点
に
や
が
て
鉄
道
を
軸
と
す
る
内
陸
交
通
の
発

展
に
ょ
り
、
衰
退
の
途
を
た
ど
る
こ
と
と
な
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
別
の
機
会

に
考
察
す
る
こ
と
と
す
る
。

Czf>

 

む

す

び

本
稿
に
あ

っ
て
は
、
明
治
十
年
代
前
半
に
お
け
る
富
士
川
運
輸
会
社
の
発
展
に

つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ

っ
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
要
約
す
る
と
次
の
よ

う
で
あ

っ
た
と
い
え
よ
う
。

同
社
の
こ
の
時
期

の
発
展
を
決
定
的
影
響
を
与
え
た
の
は
、
同
社
の
保
護
育
成

に
つ
と
め
る
山
梨
県
が
施
行
し
た
富

士
川
物
貨
運
搬
営
業
規
則
で
あ

っ
た
。
こ
の

施
行
に
よ
り
、
同
社
に
と

っ
て
同
業
者
的
立
場
に
あ

っ
た
運
輸
業
は
同
社
の
分
社

と
し
て
、
ま
た
、
運
輸

の
現
業
者
と
し
て
自
営
的
立
場
に
あ

っ
た
船
持
船
頭
は
同

社
所
属
船
と
船
頭
と
し
て
、
と
も
に
同
社
組
織
内
に
位
置
付
け
る
こ
と
と
な
り
、




